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◇大和高田市職員定数条例の一部を改正する条例（人事課） 

１ 理由    

   医師の長時間勤務の常態化を是正すべく、医師を増員することに加えて、医師の業務のうち特

定の職種以外の者でも遂行可能な業務について当該者へ移管することに伴って必要となる職員を

増員するため、市立病院事業部局の職員定数を引き上げるものです。 

２ 内容 

   市立病院事業部局の職員の定数を４７０人から４９５人に増員します。（第３条関係） 

３ 施行期日 

令和３年４月１日 

 

◇大和高田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（保険医療課） 

１ 理由 

地方税法の改正による給与所得課税の見直しを受け、軽減判定所得の判定区分についてこれま

でと同様の判定区分となるよう基準額の改正を行うほか、所要の改正を行うものです。 

２ 内容 

１ 国民健康保険税の基礎課税額（医療給付費分）に係る課税限度額を 61万円から 63万円に、

介護納付金課税額に係る課税限度額を 16 万円から 17 万円に引き上げます。（第２条及び第 21

条関係） 

２ 国民健康保険税の減額の対象となる所得基準の算定方法について、軽減判定所得の算定にお

ける基礎控除額相当分の基準額を 33万円から 43万円に引き上げるとともに、給与所得者等が

２人以上いる世帯について、これまでと同様の軽減措置に該当するよう、給与所得者等の数の

合計数から１を減じた数に 10万円を乗じて得た金額を加えるものとします。（第 21条関係） 

３ 租税特別措置法において低未利用地を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除が新設され 

たことに伴い、長期譲渡所得に係る国民健康保険税の特例の根拠条文を追加します。（附則第

４項及び第５項関係） 

４ その他所要の改正 

３ 施行期日 

 ・第 21条第１号から第３号、附則第４項及び第５項の改正規定 令和３年１月１日 

・上記以外の改正規定 令和３年４月１日 

 

◇大和高田市商工業振興促進条例の一部を改正する条例（産業振興課） 

１ 理由 

平成２６年度より開始した奨励金制度について、更なる制度の利用を促進し本市の産業の振興

及び雇用の拡大を図るため対象となる業種を拡大し、及び奨励金の要件を明確化するほか、所要

の改正を行います。 

２ 内容 

１ 条例名を「大和高田市企業誘致促進条例」に改めます。（題名関係） 

２ 用語の定義を整理します。（第２条関係） 

３ 奨励金の種類を変更します。（第３条関係） 

４ 事業所設置奨励金の額の算出方法についての規定を明確化します。（第４条関係） 

５ その他所要の規定の整備を行います。 

３ 施行期日 

公布された条例のあらまし 
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  令和３年４月１日 

 

◇大和高田市森林環境整備促進基金条例（産業振興課） 

１ 理由 

森林の整備並びに森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関す

る普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策に要する経費の財源に充

てるため、大和高田市森林環境整備促進基金を設置するものです。 

２ 内容 

１ 基金の設置目的を定めます。（第１条関係） 

２ 基金に積み立てる積立額を定めます。（第２条関係） 

３ 基金に属する現金の管理方法を定めます。（第３条関係） 

４ 基金の運用から生じる収益の積み立てについて定めます。（第４条関係） 

５ 一定の場合に繰替運用ができる旨定めます。（第５条関係） 

６ 基金の処分事由を定めます。（第６条関係） 

７ その他所要の規定を定めます。 

３ 施行期日 

  公布の日 

   

◇大和高田市休日診療所条例（健康増進課） 

１ 理由 

   本市に休日診療所を設置するに当たり、必要な事項を定めるため、条例を制定するものです。 

２ 内容 

１ 休日診療所の名称及び位置を次のとおり定めます。（第２条関係） 

名称 位置 

葛城地区休日診療所 大和高田市西町１番４５号 

２ 休日診療所の診療科目は、内科、小児科及び歯科とします。（第３条関係） 

３ 休日診療所の診療日、受付時間及び診療時間を定めます。（第４条及び第５条関係） 

４ 休日診療所で徴収する手数料の種別及び額を次のとおり定めます。（第６条関係） 

（１） 普通診断書 １通につき２，０００円 

（２） 死亡診断書 １通につき３，０００円 

５ 診療所事業は、特定の歳入をもって特定の歳出に充て、一般の歳入歳出と区分して経理する

必要があるため、当該事業の会計を特別会計とします。（附則第３項関係） 

３ 施行期日 

令和３年４月１日 

※大和高田市休日診療所を供用するために必要な準備行為に関する規定は、公布の日から施行 

 

◇大和高田市休日診療所基金条例（健康増進課） 

１ 理由 

大和高田市休日診療所の健全な運営並びに施設及び設備の整備に要する経費の財源に充てる

ため、大和高田市休日診療所基金を設置するものです。 

２ 内容 

１ 基金として積み立てる額は、大和高田市休日診療所特別会計歳入歳出予算で定める額としま

す。（第２条関係） 

２ 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管するよう

義務付けます。（第３条関係） 
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３ 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとします。（第４ 

条関係） 

４ 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて

基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができることとします。（第５条関

係） 

５ 休日診療所の健全な運営並びに施設及び設備の整備に要する経費の財源に充てるために、基

金の全部又は一部を処分することができることとします。（第６条関係） 

３ 施行期日 

令和３年４月１日 

 

◇児童ホーム設置条例の一部を改正する等の条例（学校教育課） 

１ 理由 

これまで教育委員会に事務委任していた放課後児童健全育成事業に関する事務を令和３年４

月１日から市長の権限により実施すること及び放課後児童健全育成事業の利用関係を行政契約と

整理することによる規定の整備を行うほか、所要の改廃を行うものです。 

２ 内容 

第１条 児童ホーム設置条例の一部を改正する条例 

１ 事務の実施主体が市長となることに伴い、文言の整理を行います。（新第３条関係） 

２ 事業の利用関係を行政契約と整理することに伴い、次の事項を削ります。（第３条及び第

４条関係） 

（１） 入所の資格及び入所の決定 

（２） 保育料 

３ その他所要の改正 

第２条 児童ホーム保育料徴収条例を廃止する条例 

保育料について定めた本条例を廃止します。 

３ 施行期日 

令和３年４月１日 
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条例 

大和高田市職員定数条例の一部を改正する条例（人事課） 

条例第３８号 

 大和高田市職員定数条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  令和２年１２月１７日 

大和高田市長 堀内 大造   

大和高田市職員定数条例の一部を改正する条例 

大和高田市職員定数条例（昭和３８年条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１号イ中「４７０人」を「４９５人」に改める。 

附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

大和高田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（保険医療課） 

条例第３９号 

 大和高田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  令和２年１２月１７日 

大和高田市長 堀内 大造   

   大和高田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 大和高田市国民健康保険税条例（昭和３２年条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第２項ただし書中「６１万円」を「６３万円」に改め、同条第４項ただし書中「１６万円」

を「１７万円」に改める。 

 第２１条中「６１万円」を「６３万円」に、「１６万円」を「１７万円」に改め、同条第１号中「３

３万円」を「４３万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世

帯所属者のうち給与所得を有する者（前年中に法第７０３条の５に規定する総所得金額に係る所得税

法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得について同条第３項に規定する給

与所得控除額の控除を受けた者（同条第１項に規定する給与等の収入金額が５５万円を超える者に限

る。）をいう。以下この号において同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中に法第

７０３条の５に規定する総所得金額に係る所得税法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得

について同条第４項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者（年齢６５歳未満の者にあっては

当該公的年金等の収入金額が６０万円を超える者に限り、年齢６５歳以上の者にあっては当該公的年

金等の収入金額が１１０万円を超える者に限る。）をいい、給与所得を有する者を除く。）の数の合計

数（以下この条において「給与所得者等の数」という。）が２以上の場合にあっては、４３万円に当該

給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加算した金額）」に改め、同条第２

号及び第３号中「３３万円」を「４３万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保

険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、４３万円に当該給

与所得者等の数から一を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加算した金額）」に改める。 

 附則第２項中「所得税法（昭和４０年法律第３３号）」を「所得税法」に、「総所得金額」とあるの

は、「法」を「総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法」に、「とする。）」とする」を「とする。）

及び山林所得金額」と、｢１１０万円」とあるのは「１２５万円」とする」に改める。 

 附則第４項及び第５項中「第３５条の２第１項」の次に「、第３５条の３第１項」を加える。 

附 則 

（施行期日） 

条 例 
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１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、第２１条第１号、第２号及び第３号並び

に附則第２項、第４項及び第５項の改正規定は、令和３年１月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の大和高田市国民健康保険税条例の規定は、令和３年度以後の年度分の国

民健康保険税について適用し、令和２年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によ

る。 

 

 

大和高田市商工業振興促進条例の一部を改正する条例（産業振興課） 

条例第４０号 

 大和高田市商工業振興促進条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  令和２年１２月１７日 

大和高田市長 堀内 大造   

大和高田市商工業振興促進条例の一部を改正する条例 

大和高田市商工業振興促進条例（平成２６年条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

大和高田市企業誘致促進条例 

第１条中「商業施設又は工業等施設（以下「商工業等施設」という。）」を「事業所」に、「事業

者」を「企業等」に改める。 

第２条を次のように改める。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１） 事業所 事業の用に供するため必要な施設をいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の

適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条に規定する営業に該当するものを除

く。 

（２） 新設 市内に事業所を有しない者が、自ら事業を行う目的で市内に新たに事業所を設置す

ることをいう。 

（３） 増設 市内に事業所を有し、継続して事業を行う者が、既存の事業所とは別に市内に新た

に事業所を設置し、又は事業規模を拡大する目的で、既存の事業所を増築し、当該事業所と同一

敷地内に別棟の事業所を建築し、若しくは当該事業所の立地場所を変えることなくその全部を改

築することをいう。 

（４） 移転 市内に事業所を有する者が、事業規模を拡大する目的で当該事業所を廃止して、市

内の他の場所に事業所を設置することをいう。 

（５） 企業等 事業を行う者であって市内に事業所の設置（事業所を新設、増設又は移転するこ

とをいう。以下同じ。）をするものをいう。 

（６） 開業日 事業所の設置に伴い、事業所の事業を開始する日をいう。 

（７） 投下固定資産 事業所の設置をするために取得した建物（建物に事業の用に供する施設以

外の施設又は居住の用に供することを目的とした賃貸用の施設が含まれる場合にあっては、当該

建物のうち当該施設を除いた部分。以下この条において同じ。）及び償却資産（償却資産に事業

の用に供する償却資産以外のものが含まれる場合にあっては、これを除いた部分。以下この条に

おいて同じ。）をいう。ただし、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３４８条の規定によ

り固定資産税を課することができない建物及び償却資産並びに居住の用に供することを目的と

した部分が、市長が別に定める基準を超える建物を除く。 

（８） 投下固定資産額 事業所の設置をするために要した費用のうち、建物の取得及びこれに伴

う償却資産の取得に要した費用（既存の建物及び償却資産を取得したときは、改修（廃棄物の処
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理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）に規定する廃棄物の適正な分別、保管、

収集、運搬、再生、処分等の処理は除く。）に要した費用を含む。）の総額をいう。 

（９） 常時雇用従業員 企業等が雇用期間を定めないで雇用する従業員のうち、雇用保険法（昭

和４９年法律第１１６号）第４条第１項に規定する被保険者となる者をいう。ただし、短時間労

働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成５年法律第７６号）第２条に規定する短時間労働者

を除く。 

（１０） 新規雇用従業員 開業日前９０日から開業日以後９０日までの間に新たに常時雇用従業

員として雇用され、以後継続して１年以上雇用されている者のうち、当該雇用の期間中において、

継続して市内に住所を有しているものをいう。 

第３条第１項各号を次のように改める。 

（１） 事業所設置奨励金 

（２） 雇用促進奨励金 

第３条第２項中「事業者（以下「対象事業者」を「企業等（以下「対象企業等」に改め、同項第５

号中「商工業等施設の」を削り、同号を同項第６号とし、同項第４号中「事業者」を「企業等」に改

め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「事業者」を「企業等」に改め、同号を同項第４号とし、

同項第２号中「商工業等施設」を「事業所」に改め、同号を同項第３号とし、同項第１号の次に次の

１号を加える。 

（２） 事業所の設置が、第１条の目的に鑑み産業の振興及び雇用の拡大に資さない場合として市

長が別に定める場合に該当しないこと。 

第３条第３項中「商工業等施設」を「事業所」に、「事業者」を「企業等」に改める。 

第４条の見出しを「（事業所設置奨励金）」に改め、同条第１項中「商業施設設置奨励金は、市内

における商業施設の」を「事業所設置奨励金は、」に改め、同条第２項を次のように改める。 

２ 事業所設置奨励金の額は、投下固定資産に係る固定資産税のうち事業所設置奨励金の交付を申請

した日の属する年度の前年度分の固定資産税額の５割相当額とする。 

第５条を削る。 

第６条第１項中「対象事業者」を「対象企業等」に改め、同条第２項中「商工業等施設の」を削り、

同条を第５条とする。 

第７条の見出し中「各種奨励金の」を削り、同条中「対象事業者」を「対象企業等」に改め、同条

を第６条とする。 

第８条の見出し中「営業又は操業」を「事業」に改め、同条中「対象事業者」を「対象企業等」に、

「商工業等施設の営業又は操業」を「事業所の事業」に改め、同条を第７条とする。 

第９条中「、対象事業者」を「、対象企業等」に、「対象事業者（以下「交付決定事業者」という。）」

を「企業等」に改め、同条を第８条とする。 

第１０条第１項中「交付決定事業者」を「交付決定を受けた企業等」に改め、同項第２号中「対象

事業者」を「対象企業等」に改め、同条第２項中「交付決定事業者」を「交付決定を受けた企業等」

に改め、同条を第９条とする。 

第１１条中「対象事業者」を「企業等」に改め、同条を第１０条とし、第１２条を第１１条とする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の大和高田市企業誘致促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に事業計画届出書が提

出された事業について適用し、同日前に事業計画届出書が提出された事業については、なお従前の

例による。 
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大和高田市森林環境整備促進基金条例（産業振興課） 

条例第４１号 

 大和高田市森林環境整備促進基金条例を次のように定める。 

  令和２年１２月１７日 

大和高田市長 堀内 大造   

   大和高田市森林環境整備促進基金条例 

 （設置） 

第１条 森林の整備並びに森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関

する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策に要する経費の財源に充

てるため、大和高田市森林環境整備促進基金（以下「基金」という。）を設置する。 

 （積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算において定める額とする。 

 （管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなけれ

ばならない。 

 （運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものと

する。 

 （繰替運用） 

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、

基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

 （処分） 

第６条 基金は、第１条に規定する設置目的を達成するために必要な財源に充てる場合に限り、これ

を処分することができる。 

 （委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

大和高田市休日診療所条例（健康増進課） 

条例第４２号 

 大和高田市休日診療所条例を次のように定める。 

  令和２年１２月１７日 

大和高田市長 堀内 大造   

   大和高田市休日診療所条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１項の規定により、

休日診療所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （名称及び位置） 

第２条 休日診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

葛城地区休日診療所 大和高田市西町１番４５号 
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 （診療科目） 

第３条 休日診療所の診療科目は、次のとおりとする。 

 （１） 内科 

 （２） 小児科 

 （３） 歯科 

 （診療日） 

第４条 休日診療所の診療日は、次のとおりとする。 

 （１） 日曜日 

 （２） 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に定める休日 

 （３） １２月２９日からの翌年の１月３日までの日（前２号に掲げる日を除く。） 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。 

 （受付時間及び診療時間） 

第５条 休日診療所の受付時間及び診療時間は、次のとおりとする。 

区分 午前 午後 夜間 

内 科 及

び 小 児

科 

受 付

時間 

午前８時３０分から

午前１１時３０分ま

で 

午後１時から午後３時

３０分まで 

午後５時３０分から

午後８時３０分まで 

診 療

時間 

午前９時から正午ま

で 

午後１時から午後４時

まで 

午後６時から午後９

時まで 

歯科 
受 付

時間 

午前８時３０分から

午前１１時３０分ま

で 

午後１時から午後３時

３０分まで 

 

診 療

時間 

午前９時から正午ま

で 

午後１時から午後４時

まで 

 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、受付時間及び診療時間を変更することが

できる。 

 （手数料） 

第６条 診断書の交付を受けようとする者は、手数料を納付しなければならない。 

２ 手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

 （１） 普通診断書 １通につき２，０００円 

 （２） 死亡診断書 １通につき３，０００円 

３ 前２項の規定による手数料は、診断書の交付の際に徴収する。 

４ 市長は、特に必要があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。 

 （委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 

 （準備行為） 

２ 使用の許可の申請その他休日診療所を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前にお

いても行うことができる。 

 （大和高田市特別会計条例の一部改正） 

３ 大和高田市特別会計条例（昭和５０年条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

  本則に次の１号を加える。 

  （３） 大和高田市休日診療所特別会計 診療所事業 
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大和高田市休日診療所基金条例（健康増進課） 

条例第４３号 

 大和高田市休日診療所基金条例を次のように定める。 

  令和２年１２月１７日 

大和高田市長 堀内 大造   

   大和高田市休日診療所基金条例 

 （設置） 

第１条 大和高田市休日診療所の健全な運営並びに施設及び設備の整備に要する経費の財源に充てる

ため、大和高田市休日診療所基金（以下「基金」という。）を設置する。 

 （積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、休日診療所特別会計歳入歳出予算で定める額とする。 

 （管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなけれ

ばならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。 

 （運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、休日診療所特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編

入するものとする。 

 （繰替運用） 

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて

基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

 （処分） 

第６条 基金は、第１条に規定する設置目的を達成するために必要な財源に充てる場合に限り、これ

を処分することができる。 

 （委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

児童ホーム設置条例の一部を改正する等の条例（学校教育課） 

条例第４４号 

 児童ホーム設置条例の一部を改正する等の条例を次のように定める。 

  令和２年１２月１７日 

大和高田市長 堀内 大造   

児童ホーム設置条例の一部を改正する等の条例 

（児童ホーム設置条例の一部改正） 

第１条 児童ホーム設置条例（平成１３年条例第４７号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

大和高田市児童ホーム設置条例 

第１条中「児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）の規定により、」を「児童福祉法（昭和２

２年法律第１６４号）第６条の３第２項に規定する」に改める。 

第２条の表中 

「 
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大和高田市土庫三丁目３８１番地の２ 

大和高田市中三倉堂二丁目６６６番地 

大和高田市大字有井１番地 

大和高田市大字有井１９番地 

大和高田市大字池田３番地 

大和高田市大字池田３番地 

」を 

「 

大和高田市土庫三丁目３８１番地２ 

大和高田市中三倉堂二丁目７０２番地１ 

大和高田市大字有井１番地 

大和高田市大字有井１番地 

大和高田市大字池田２番地５ 

大和高田市大字池田２番地２ 

」に改める。 

第３条及び第４条を削る。 

第５条中「教育委員会が規則で」を「市長が」に改め、同条を第３条とする。 

（児童ホーム保育料徴収条例の廃止） 

第２条 児童ホーム保育料徴収条例（平成１３年条例第４８号）は、廃止する。 

附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

 

規則 

大和高田市立病院資格等手当支給規則の一部を改正する規則（病院総務課） 

規則第３１号の２ 

大和高田市立病院資格等手当支給規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  令和２年６月３０日 

大和高田市長 堀口 大造   

大和高田市立病院資格等手当支給規則の一部を改正する規則 

大和高田市立病院資格等手当支給規則（平成２６年規則第１４号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第１項中第１１号を第１２号とし、第８号から第１０号までを１号ずつ繰り下げ、第７号の

次に次の１号を加える。 

 （８） 公益社団法人日本化学療法学会が認定した認定薬剤師 ３，０００円 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和２年７月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この規則による改正後の大和高田市立病院資格等手当支給規則第３条第１項第８号の規定は、こ

の規則の施行の日（以下「施行日」という。）以後に行われる資格等を活用した業務に係る特殊勤

務手当について適用し、施行日前に行われた資格等を活用した業務に係る特殊勤務手当の支給につ

いては、なお従前の例による。 

 

 

規 則 
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大和高田市教育委員会に対する事務委任規則の一部を改正する規則（企画創生課） 

規則第４４号 

大和高田市教育委員会に対する事務委任規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

令和２年１２月４日 

大和高田市長 堀内 大造   

大和高田市教育委員会に対する事務委任規則の一部を改正する規則 

大和高田市教育委員会に対する事務委任規則（平成２７年規則第１号）の一部を次のように改正す

る。 

第２条を次のように改める。 

（委任事項） 

第２条 市長は、大和高田市立高田商業高等学校授業料等徴収条例（昭和２９年条例第７号）に基づ

く事務を執行する権限を教育委員会に委任する。 

附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

 

大和高田市国民健康保険条例及び大和高田市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例附則

の規則で定める日を定める規則の一部を改正する規則（保険医療課） 

規則第４５号 

大和高田市国民健康保険条例及び大和高田市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例

附則の規則で定める日を定める規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  令和２年１２月２８日 

大和高田市長 堀内 大造   

大和高田市国民健康保険条例及び大和高田市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する

条例附則の規則で定める日を定める規則の一部を改正する規則 

大和高田市国民健康保険条例及び大和高田市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例

附則の規則で定める日を定める規則（令和２年規則第２６号）の一部を次のように改正する。 

本則中「令和２年１２月３１日」を「令和３年３月３１日」に改める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

訓令 

大和高田市ごみ中継施設建設工事事業者選定プロポーザル審査委員会設置要綱（企画整備課） 

訓令第１９号 

大和高田市ごみ中継施設建設工事事業者選定プロポーザル審査委員会設置要綱を次のように定め

る。 

  令和２年１２月１８日 

大和高田市長 堀内 大造   

大和高田市ごみ中継施設建設工事事業者選定プロポーザル審査委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 大和高田市ごみ中継施設建設工事に係る受託候補者（以下「受託候補者」という。）の選定を

プロポーザル方式により厳正かつ公平に行うため、大和高田市ごみ中継施設建設工事事業者選定プ

ロポーザル審査委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

訓 令 
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（１） 実施要項の審議及び策定に関する事項 

（２） 審査基準及び審査方法に関する事項 

（３） 提案書、ヒアリング等の内容の総合評価に関する事項 

（４） 前３号に掲げるもののほか、受託候補者の選定に関し市長が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 委員会の委員は、８人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げるものとする。 

（１） 副市長 

（２） 環境建設部長 

（３） クリーンセンター長 

３ 前項の委員のほか、委員長が必要と認めるときは、同項各号に掲げる委員以外の者を委員とする

ことができる。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は委員長の指名により定める。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が互選される前に招集

する会議は、市長が招集する。 

２ 委員会は、委員の３分の２以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見 

を徴し、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

５ 会議は、非公開とする。 

（中立の保持） 

第６条 委員は、プロポーザルに参加している特定の事業者に対し、利益又は不利益を与える行為を

してはならない。 

（守秘義務） 

第７条 委員及び第５条第４項の規定による出席者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならな

い。その職を退いた後も、同様とする。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、環境建設部企画整備課において処理する。 

（補則） 

第９条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定

める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は、告示の日から施行する。 

（この訓令の失効） 

２ この訓令は、令和３年９月３０日限り、その効力を失う。 
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令和２年度大和高田市ホームページリニューアル業務委託プロポーザル選定委員会設置要綱（広報広

聴課） 

訓令第２０号 

令和２年度大和高田市ホームページリニューアル業務委託プロポーザル選定委員会設置要綱を次

のように定める。 

  令和２年１２月１８日 

大和高田市長 堀内 大造   

令和２年度大和高田市ホームページリニューアル業務委託プロポーザル選定委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 大和高田市ホームページリニューアル業務委託に係る受託候補者（以下「受託候補者」とい

う。）の選定をプロポーザル方式により厳正かつ公平に行うため、令和２年度大和高田市ホームペ

ージリニューアル業務委託事業者選定プロポーザル審査委員会（以下「委員会」という。）を設置

する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会の所掌事項は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１） 募集要項の審議及び策定に関する事項 

（２） 審査基準及び審査方法に関する事項 

（３） 企画提案書、プレゼンテーション等の内容の総合評価に関する事項 

（４） 前３号に掲げるもののほか、受託候補者の選定に関し市長が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 委員会は、委員８人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者とする。 

（１） 副市長 

（２） 企画政策部長 

（３） 市民部長 

（４） 財務部長 

（５） 保健部長 

（６） 広報広聴課長 

３ 前項の委員のほか、委員長が必要と認めるときは、同項各号に掲げる委員以外の者を委員とする

ことができる。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員長は、副市長をもってこれに充てる。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、企画政策部長をもってこれに充てる。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会は、委員の３分の２以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を徴し、又

は必要な資料の提出を求めることができる。 

５ 会議は、非公開とする。 

（中立の保持） 

第６条 委員長、副委員長及び委員は、プロポーザルに参加している特定の事業者に対し、利益又は
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不利益を与える行為をしてはならない。 

（守秘義務） 

第７条 委員長、副委員長及び委員及び第５条第４項の規定による出席者は、職務上知り得た秘密を

他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、企画政策部広報広聴課において処理する。 

（補則） 

第９条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って

定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は、告示の日から施行する。 

（この訓令の失効） 

２ この訓令は、令和３年３月３１日限り、その効力を失う。 

 

 

 

告示 

放置自転車等の移動、保管（生活安全課） 

告示第１６６号 

大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第９条及び第９条の２第２

項の規定により放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第１０条第１項

の規定により告示します。 

令和２年１２月１日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 移動理由 

自転車等放置禁止区域内及び放置禁止区域外の公共の場所に放置されていたため 

２ 移動年月日、移動対象区域、移動自転車等の数量 

（１） 放置禁止区域 

移動年月日 

近鉄大和高田
駅･ＪＲ高田駅
周辺 

近鉄高田市

駅周辺 

近鉄松塚駅

周辺 

近鉄浮孔駅

周辺 

近鉄築山駅

周辺 

自転車 

原動機

付自転

車 

自転車 

原動機

付自転

車 

自転車 

原動機

付自転

車 

自転車 

原動機

付自転

車 

自転車 

原動機

付自転

車 

令和２年１１月２日   １        

令和２年１１月１０日 １          

令和２年１１月１９日   ３         
（２） 放置禁止区域外の公共の場所 

移動年月日 地区 自転車 
原動機付

自転車 

令和２年１１月２５日 大和高田市大字市場地内 １   
３ 保管場所 

大和高田市曽大根１丁目高田バイパス高架下 

大和高田市高架下自転車保管所 

４ 引取期間 

告 示 
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告示日から６０日間。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

５ 引取時間 

午前９時から正午までと午後１時から午後４時まで 

６ 引取りのための必要事項 

（１） 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証、運転免許証、保険証

等）を持参すること。 

（２） 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収する。 

ア 移動費 ２，０００円 

イ 保管費 移動日から１４日以内は無料。ただし、無料期間を経過した日以降は、大和高田市

の休日を定める条例第１条第１項各号に掲げる市の休日を除き、１日当たり５０円

を徴収する。総額は、１，０００円を限度とする。 

７ 連絡先 

大和高田市役所 生活安全課 電話０７４５－２２－１１０１代表 

 

 

公示送達（収納対策室） 

告示第１６７号 

 令和２年度国民健康保険税第２期～３期の督促状を郵便により発送しましたが、下記の者について

住所等が不明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２

第１項の規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があ

ればいつでも交付します。 

令和２年１２月７日 

                   大和高田市長 堀内 大造   

１ この通知の発送年月日 

令和２年度国民健康保険税第２期  令和２年９月２５日 

令和２年度国民健康保険税第３期  令和２年１０月２２日 

２ 送達を受けるべき者 

  省略（市役所前掲示場掲示済） 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過した

ときに書類の送達があったものとみなされます。 

 

 

公示送達（収納対策室） 

告示第１６８号 

 令和元年度市県民税第２期～４期の督促状を郵便により発送しましたが、下記の者について住所等

が不明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２第１項

の規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があ

ればいつでも交付します。 

令和２年１２月７日 

                   大和高田市長 堀内 大造   

１ この通知の発送年月日 

令和元年度市県民税第２期 令和２年１１月１２日 

令和元年度市県民税第３期 令和２年１１月１２日 
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令和元年度市県民税第４期 令和２年１１月１２日 

２ 送達を受けるべき者 

省略（市役所前掲示場掲示済） 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

 

令和２年度大和高田市一般会計補正予算（第１１号）等の要領の公表（財政課） 

告示第１６９号 

 令和２年１２月議会において成立した次の予算の要領を地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２

１９条第２項の規定により公表します。 

  令和２年１２月１０日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 令和２年度大和高田市一般会計補正予算（第１１号） 

２ 令和２年度大和高田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号） 

３ 令和２年度大和高田市国民健康保険天満診療所特別会計補正予算（第３号） 

４ 令和２年度大和高田市介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 

５ 令和２年度大和高田市後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第３号） 

６ 令和２年度大和高田市水道事業会計補正予算（第４号） 

７ 令和２年度大和高田市下水道事業会計補正予算（第２号） 

８ 令和２年度大和高田市病院事業会計補正予算（第５号） 

９ 令和２年度大和高田市一般会計補正予算（第１２号） 

 

令和２年度大和高田市一般会計補正予算（第１１号） 

令和２年度大和高田市の一般会計補正予算（第１１号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５８９，２３４千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ３６，８８０，０００千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（継続費） 

第２条 地方自治法第２１２条第１項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第２表 継

続費」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

（歳入）                                （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

15.国庫支出金  
12,137,228 215,939 12,353,167 

1.国庫負担金 
4,240,653 50,000 4,290,653 
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2.国庫補助金 
7,851,131 165,939 8,017,070 

16.県支出金  
1,814,055 35,000 1,849,055 

1.県負担金 
1,212,055 25,000 1,237,055 

2.県補助金 
503,403 10,000 513,403 

18.寄附金  
13,941 33,320 47,261 

1.寄附金 
13,941 33,320 47,261 

19.繰入金  
915,461 271,424 1,186,885 

1.基金繰入金 
915,461 271,424 1,186,885 

21.諸収入  
475,468 33,551 509,019 

4.雑入 
458,968 33,551 492,519 

補正されなかった科目に係る額 
20,934,613 0 20,934,613 

歳  入  合  計 
36,290,766 589,234 36,880,000 

（歳出）                                （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

1.議会費  
233,414 1,999 235,413 

1.議会費 
233,414 1,999 235,413 

2.総務費  
11,779,970 39,175 11,819,145 

1.総務管理費 
11,224,467 58,932 11,283,399 

2.徴税費 
309,766 △6,156 303,610 

3.戸籍住民基本台帳

費 149,504 1,393 150,897 

4.選挙費 
28,053 △9,488 18,565 

5.統計調査費 
42,366 △1,057 41,309 

6.監査委員費 
25,814 △4,449 21,365 
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3.民生費  
11,736,060 167,370 11,903,430 

1.社会福祉費 
5,446,853 172,972 5,619,825 

2.児童福祉費 
3,490,009 4,216 3,494,225 

3.生活保護費 
2,798,894 △9,818 2,789,076 

4.衛生費  
3,558,503 336,969 3,895,472 

1.保健衛生費 
1,759,461 291,442 2,050,903 

2.清掃費 
1,799,042 45,527 1,844,569 

6.農林水産業費  
135,612 △6,266 129,346 

1.農業費 
135,612 △6,266 129,346 

7.商工費  
142,218 △17,076 125,142 

1.商工費 
142,218 △17,076 125,142 

8.土木費  
1,924,259 △1,956 1,922,303 

1.土木管理費 
134,447 11,682 146,129 

2.道路橋りょう費 
320,423 △1,756 318,667 

4.都市計画費 
1,311,640 △16,085 1,295,555 

5.住宅費 
149,616 4,203 153,819 

10.教育費  
3,111,548 69,019 3,180,567 

1.教育総務費 
562,712 △2,405 560,307 

2.小学校費 
643,763 25,043 668,806 

3.中学校費 
243,298 5,736 249,034 

4.高等学校費 
389,412 20,856 410,268 

5.幼稚園費 
277,771 △1,230 276,541 

6.社会教育費 
435,765 13,435 449,200 
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7.保健体育費 
558,827 7,584 566,411 

補正されなかった科目に係る額 
3,669,182 0 3,669,182 

歳  出  合  計 
36,290,766 589,234 36,880,000 

第２表　継続費

（単位：千円）

項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額

令和2年度 0

令和3年度 233,894

令和4年度 865,408

令和5年度 1,239,639

款

４ 衛生費 ２ 清掃費
ごみ中継施設建
設事業

2,338,941

 

第３表　債務負担行為補正

事 項 期 間 限 度 額

広報誌発行業務 令和4年3月末まで 19,067千円

 

 



令和３年１月１２日（火） 大 和 高 田 市 公 報 第３８４号 

 22 

広報誌等発送業務 令和4年3月末まで 2,349千円

ホームページリニューアル業務 令和4年3月末まで 15,150千円

新庁舎設備運転管理業務 令和5年6月末まで 63,614千円

新庁舎衛生管理及び警備業務 令和5年6月末まで 116,600千円

新庁舎総合受付及び電話交換派遣
業務

令和5年6月末まで 28,900千円

外国人講師派遣業務 令和4年3月末まで 1,206千円

市営斎場火葬業務 令和4年3月末まで 10,615千円

市営斎場受付業務 令和4年3月末まで
1日当たり12,100円に業務に
要した日数を乗じて得た額

総合公園施設指定管理料 令和6年3月末まで 81,780千円

文化会館の自主事業に係る経費 令和3年6月末まで 4,100千円
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令和4年3月末まで
9,491千円と消費税等に相当
する額

令和3年7月末まで
6,102千円と消費税等に相当
する額

令和3年4月末まで
7,977千円と消費税等に相当
する額

給食調理員派遣業務 令和4年3月末まで 6,727千円

給食配送業務 令和4年3月末まで
1日当たり13,200円に業務に
要した日数を乗じて得た額

給食廃棄物処理業務 令和4年3月末まで 3,238千円

東京オリンピック聖火リレー負担
金

令和4年3月末まで 1,942千円

学校給食材料購入に係る経費

 

 

令和２年度大和高田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号） 

令和２年度大和高田市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによ

る。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，３３３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ７，５１９，０７７千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

（歳入）                                （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

9.繰入金  
589,558 3,333 592,891 

1.一般会計繰入金 
589,557 3,333 592,890 

補正されなかった科目に係る額 
6,926,186 0 6,926,186 
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歳  入  合  計 
7,515,744 3,333 7,519,077 

（歳出）                                （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

1.総務費  
124,949 3,333 128,282 

1.総務管理費 
106,574 3,333 109,907 

補正されなかった科目に係る額 
7,390,795 0 7,390,795 

歳  出  合  計 
7,515,744 3,333 7,519,077 

 

令和２年度大和高田市国民健康保険天満診療所特別会計補正予算（第３号） 

令和２年度大和高田市の国民健康保険天満診療所特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４，４３６千円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ１４０，１６１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

（歳入）                                （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

4.繰入金  
18,618 △5,436 13,182 

1.基金繰入金 
8,141 △5,736 2,405 

3.一般会計繰入金 
10,227 300 10,527 

7.県支出金  
0 1,000 1,000 

1.県補助金 
0 1,000 1,000 

補正されなかった科目に係る額 
125,979 0 125,979 

歳  入  合  計 
144,597 △4,436 140,161 

（歳出）                              （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

1.総務費  
76,838 △4,436 72,402 
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1.施設管理費 
76,599 △4,436 72,163 

補正されなかった科目に係る額 
67,759 0 67,759 

歳  出  合  計 
144,597 △4,436 140,161 

 

令和２年度大和高田市介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 

令和２年度大和高田市の介護保険事業特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによ

る。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ７，６６３千円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ７，２７７，０１１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

（歳入）                                （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

7.繰入金  
1,223,275 △7,663 1,215,612 

1.一般会計繰入金 
1,128,910 △7,663 1,121,247 

補正されなかった科目に係る額 
6,061,399 0 6,061,399 

歳  入  合  計 
7,284,674 △7,663 7,277,011 

（歳出）                                （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

1.総務費  
191,705 △2,903 188,802 

1.総務管理費 
152,503 △5,138 147,365 

2.徴収費 
3,876 200 4,076 

3.介護認定審査会費 
34,827 2,035 36,862 

3.地域支援

事業費 

 
371,398 △4,760 366,638 

2.包括的支援事業・任意

事業費 149,328 △4,760 144,568 

補正されなかった科目に係る額 
6,721,571 0 6,721,571 



令和３年１月１２日（火） 大 和 高 田 市 公 報 第３８４号 

 26 

歳  出  合  計 
7,284,674 △7,663 7,277,011 

 

令和２年度大和高田市後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第３号） 

令和２年度大和高田市の後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定める

ところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４，０５３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ９６４，３５６千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

（歳入）                                （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

3.繰入金  
273,139 3,791 276,930 

1.一般会計繰入金 
273,139 3,791 276,930 

7.国庫支出

金 

 
0 262 262 

2.国庫補助金 
0 262 262 

補正されなかった科目に係る額 
687,164 0 687,164 

歳  入  合  計 
960,303 4,053 964,356 

（歳出）                                （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

1.総務費  
36,634 4,053 40,687 

1.総務管理費 
34,689 4,053 38,742 

補正されなかった科目に係る額 
923,669 0 923,669 

歳  出  合  計 
960,303 4,053 964,356 

 

令和２年度大和高田市水道事業会計補正予算（第４号） 

  

第１条 令和２年度大和高田市水道事業会計の補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 

第２条  令和２年度大和高田市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的支
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出の予定額を、次のとおり補正する。 

 

支       出 

 （科   目）       （既決予定額）    （補正予定額）   （ 計 ） 

  第１款 水道事業費用  1,728,407千円  △3,229千円   1,725,178千円 

  第１項  営 業 費 用   1,659,738千円   △3,229千円  1,656,509千円 

 

第３条  予算第４条本文括弧中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 

「344,061千円」を「342,675千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的 

収支調整額28,301千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 

26,915千円」に改め、資本的支出の予算額を、次のとおり補正する。 

 

支       出 

  （科   目）     （既決予定額）   （補正予定額）    （ 計 ） 

  第１款 資本的支出  638,969千円    △1,386千円    637,583千円 

  第１項  建設改良費    524,541千円     △1,386千円   523,155千円 

     

第４条  予算第８条に定めた経費の金額を、次のとおり補正する。 

 

（科   目）      （既決予定額）    （補正予定額）    （ 計 ） 

 （１） 職員給与費    157,794千円     △4,615千円    153,179千円 

 

 

令和２年度大和高田市下水道事業会計補正予算（第２号） 

 

（総則） 

第１条 令和２年度大和高田市下水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

（収益的収入及び支出の補正） 

第２条 令和２年度大和高田市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収

入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。 

（科 目）      （既決予定額）  （補正予定額）  （ 計 ） 

第１款 下水道事業費用  1,295,522千円   5,374千円    1,300,896千円 

第１項 営業費用     1,088,522千円  5,374千円    1,093,896千円 

（資本的収入及び支出の補正） 

第３条 予算第４条本文括弧中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「332,701 千円」を

「338,239千円」に、利益剰余金予定処分額「112,717千円」を「118,255千円」に改め、予算第４

条に定めた資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。 

（科 目）        （既決予定額） （補正予定額）  （ 計 ） 

第１款 資本的支出    2,295,034千円    5,538千円   2,300,572千円 

第１項 建設改良費    1,200,823千円   5,538千円   1,206,361千円 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正） 

第４条 予算第８条に定めた経費の金額を、次のとおり補正する。 

（科 目）         （既決予定額）  （補正予定額）  （ 計 ） 

（１）職員給与費      61,717千円    △1,482千円    60,235千円 
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令和２年度大和高田市一般会計補正予算（第１２号） 

令和２年度大和高田市の一般会計補正予算（第１２号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，３３３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ３６，８８３，３３３千円とする。 
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２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

（歳入）                                （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

19.繰入金  
1,186,885 3,333 1,190,218 

1.基金繰入金 
1,186,885 3,333 1,190,218 

補正されなかった科目に係る額 
35,693,115 0 35,693,115 

歳  入  合  計 
36,880,000 3,333 36,883,333 

（歳出）                               （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

3.民生費  
11,903,430 3,333 11,906,763 

1.社会福祉費 
5,619,825 3,333 5,623,158 

補正されなかった科目に係る額 
24,976,570 0 24,976,570 

歳  出  合  計 
36,880,000 3,333 36,883,333 

 

 

都市計画法に基づく大和都市計画の変更に係る図書の縦覧（都市計画課） 

告示第１７０号 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項の規定において準用する同法第１９条第

１項の規定により都市計画を変更したので、同法第２１条第２項の規定において準用する同法第２０

条第１項の規定により次のとおり告示し、同条第２項の規定により当該都市計画の図書を公衆の縦覧

に供します。 

  令和２年１２月１６日 

大和高田市長 堀内 大造 

１．都市計画の種類 

   大和都市計画ごみ焼却場及びその他ごみ処理施設 

２．都市計画を定める土地の区域 

   大和高田市今里川合方 

３．縦覧場所 

   大和高田市環境建設部都市計画課 
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引取りのない自転車等の処分（生活安全課） 

告示第１７１号   

 大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第１０条第３項の規定によ

り利用者又は所有者からの引取りのない自転車等を次のとおり処分しますので、大和高田市自転車等

の安全利用に関する条例施行規則（平成５年規則第３３号）第５条の規定により告示します。 

  令和２年１２月１６日 

大和高田市長 堀内 大造   

１．処分の根拠 

  移動日から６０日経過したにもかかわらず、引取りがないため 

２．処分対象自転車等の保管場所 

  大和高田市曽大根１丁目高田バイパス高架下 

  大和高田市高架下自転車保管所 

３．処分年月日 

  令和３年３月１日 

４．処分対象自転車等の移動年月日 

  令和２年９月１日から令和２年９月３０日までの間 

 

 

指定管理者の指定（都市計画課） 

告示第１７２号 

大和高田市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１７年条例第１号）第６条

第２項の規定により、指定管理者の指定について告示します。 

令和２年１２月１７日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設 

（１） 施設の名称 

大和高田市総合公園施設 

（２） 施設の所在地 

大和高田市大字出３２５番地 

大和高田市大字西坊城４１４番地 

２ 指定管理者となる団体 

（１） 団体の名称 

株式会社ザ・ビッグスポーツ 

代表取締役  藤原 達治郎 

（２） 団体の所在地  

大阪市北区堂島浜１丁目４番１６号アクア堂島西舘 

３ 指定管理者が行う業務の範囲 

大和高田市総合公園条例（平成１７年条例第２７号）第１４条に規定する業務 

４ 指定管理者の指定の期間 

令和３年４月１日から令和６年３月３１日まで 

 

 

公示送達（収納対策室） 

告示第１７４号 

 差押調書を郵便により発送しましたが、下記の者について住所等が不明であるため、送達できない
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ので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２第１項の規定により、次のとおり公示送

達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があ

ればいつでも交付します。 

令和２年１２月２１日 

                   大和高田市長 堀内 大造   

１ この通知の発送年月日 

省略（市役所前掲示場掲示済） 

２ 送達を受けるべき者 

  省略（市役所前掲示場掲示済） 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

 

公示送達（収納対策室） 

告示第１７５号 

 令和２年度国民健康保険税第４期の督促状を郵便により発送しましたが、下記の者について住所等

が不明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２第１項

の規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があ

ればいつでも交付します。 

令和２年１２月２１日 

                   大和高田市長 堀内 大造   

１ この通知の発送年月日 

令和２年度国民健康保険税第４期  令和２年１１月２５日 

２ 送達を受けるべき者 

省略（市役所前掲示場掲示済） 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過した

ときに書類の送達があったものとみなされます。 

 

 

公示送達（収納対策室） 

告示第１７６号 

 令和２年度市県民税第３期の督促状を郵便により発送しましたが、下記の者について住所等が不明

であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２第１項の規定

により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があ

ればいつでも交付します。 

令和２年１２月２１日 

                   大和高田市長 堀内 大造   

１ この通知の発送年月日 

令和２年度市県民税第３期 令和２年１１月１２日 

２ 送達を受けるべき者 

省略（市役所前掲示場掲示済） 
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（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

 

大和高田市新生児定額給付金給付事業実施要綱の一部を改正する告示（企画創生課） 

告示第１７７号 

大和高田市新生児定額給付金給付事業実施要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

  令和２年１２月２８日 

大和高田市長 堀内 大造   

   大和高田市新生児定額給付金給付事業実施要綱の一部を改正する告示 

 大和高田市新生児定額給付金給付事業実施要綱（令和２年告示第１１９号）の一部を次のように改

正する。 

 第２条第１項第１号中「令和２年１２月３１日」を「令和３年３月３１日」に改める。 

 第６条中「令和３年２月１日」を「令和３年３月３１日」に改める。 

   附 則 

 この告示は、告示の日から施行する。 

 

 

 

 

公告 

市営住宅の入居者の公募（営繕住宅課） 

公告第１１７号 

市営住宅の入居者を公募するので、大和高田市営住宅条例（平成９年条例第３４号）第４条の規定

により、次のとおり公告する。 

  令和２年１２月１日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 市営住宅の名称等 

名称(団地名) 所在地 規格 戸数 家賃    （円） 

礒 野 
礒野北町１４番２－ 

３０６号 
３Ｋ １ 

① 10,100  ② 11,700  ③ 13,500 

④ 15,100  ⑤ 17,200  ⑥ 19,900 

礒 野 
礒野北町１４番４－ 

１０４号 
３Ｋ １ 

① 12,500 ② 14,500 ③ 16,500 

④ 18,700  ⑤ 21,300 ⑥ 24,600 

西坊城 
大字西坊城３２２番

地２（１０６号室） 
３ＤＫ １ 

① 22,200 ② 25,700  ③ 29,400 

④ 33,100  ⑤ 37,800  ⑥ 43,700 

西坊城 
大字西坊城３２２番

地２（４０１号室） 
３ＤＫ １ 

① 21,700  ② 25,100  ③ 28,700  

④ 32,300  ⑤ 36,900  ⑥ 42,600 

サンライズ 
材木町６番２７－ 

１１０号 
３ＬＤＫ １ 

① 25,900  ② 29,900  ③ 34,3

00 

④ 38,600  ⑤ 44,200  ⑥ 51,0

00 

公 告 
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サンライズ 
材木町６番２７－ 

３１１号 
３ＬＤＫ １ 

① 25,900  ② 29,900  ③ 34,3

00 

④ 38,600  ⑤ 44,200  ⑥ 51,0

00 

サンライズ 
材木町６番２７－ 

４１１号 
３ＬＤＫ １ 

① 25,900  ② 29,900  ③ 34,3

00 

④ 38,600  ⑤ 44,200  ⑥ 51,0

00 

サンシャイン 
大字市場５４０番地 

１（１０６号室） 
３ＬＤＫ １ 

① 26,200  ② 30,300  ③ 34,6

00 

④ 39,100  ⑤ 44,600  ⑥ 51,5

00 

サンシャイン 
大字市場５４０番地 

１（２０２号室） 
２ＤＫ １ 

① 20,600  ② 23,800  ③ 27,2

00 

④ 30,700  ⑤ 35,000  ⑥ 40,4

00 

サンシャイン 
大字市場５４０番地 

１（３０２号室） 
２ＤＫ １ 

① 20,600  ② 23,800  ③ 27,2

00 

④ 30,700  ⑤ 35,000  ⑥ 40,4

00 

備考 

  １ 礒野団地の全て及びサンシャイン団地の２０２号室、３０２号室において、単身者（資格２

（２）のア～コのいずれかに該当する者）での入居が可能です。 

  ２ 西坊城団地、サンライズ団地及びサンシャイン団地においては、上記の表に掲げる家賃とは

別に、駐車場使用料（月額２,０００円）が必要です。 

  ３ 家賃は、次のとおりとします。 

    ア 一般世帯の場合は、所得に応じ、上記の表の①～④の４段階のうちのいずれか 

    イ 高齢者世帯又は障害者世帯（裁量階層世帯）の場合は、所得に応じ、上記の表の①～⑥

の６段階のうちのいずれか 

２ 入居者資格 

市営住宅の入居を申し込むには、申込時に次の（１）から（６）までの条件を具備していること。 

 （１） 公募の日（令和３年１月１５日）において、３か月以上大和高田市内に居住し、又は勤務

している者であること。 

 （２） 現に同居し、又は同居しようとする親族（婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の

事情にある者又は指定入居日から３か月以内に入籍予定の婚姻の予約者を含む。以下同じ。）があ

ること。ただし、次のいずれかに該当する者（身体上又は精神上著しい障害があるため常時の介

護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難であると認められる者を除く。）にあ

っては、この限りでない。 

   ア 申込日時点の満年齢が６０歳以上の者 

   イ 身体障害者手帳の交付を受けている者（障害の程度が１級から４級まで） 

   ウ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者（障害の程度が１級から３級まで） 

   エ 療育手帳の交付を受けている者（障害の程度がウと同程度） 

   オ 戦傷病者手帳の交付を受けている者（障害の程度が恩給法（大正１２年法律第４８号）別

表第１号表の２の特別項症から第６項症まで又は同法別表第１号表の３の第１款症であるこ

と。） 

   カ 厚生労働大臣の認定を受けている原子爆弾被爆者 

   キ 生活保護を受けている者 



令和３年１月１２日（火） 大 和 高 田 市 公 報 第３８４号 

 35 

   ク 海外からの引揚者（引き揚げた日から５年以内の者） 

   ケ ハンセン病療養所入所者等 

   コ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成１３年法律第３１号。以

下「法」という。）第１条第２項に規定する被害者で次のいずれかに該当するもの 

   （ア） 法第３条第３項第３号の規定による一時保護又は法第５条の規定による保護が終了し

た日から起算して５年を経過していない者 

   （イ） 法第１０条第１項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がそ

の効力を生じた日から起算して５年を経過していないもの 

（３） 公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号）第２３条の規定による収入（月額）が１５万８

千円以下であること。ただし、次のいずれかに該当する場合については２１万４千円以下まで認

められます。 

   ア 申込者又は同居予定者に次のいずれかに該当する者がある場合 

    （ア） 次のいずれかに該当する者 

       ○ア  身体障害者手帳の交付を受けている者（障害の程度が１級から４級まで） 

○イ  精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者（障害の程度が１級から３級まで） 

○ウ  療育手帳の交付を受けている者（障害の程度が○イと同程度） 

    （イ） 戦傷病者手帳の交付を受けている者（障害の程度が恩給法（大正１２年法律第４８

号）別表第１号表の２の特別項症から第６項症まで又は同法別表第１号表の３の第１款症

であること。） 

    （ウ） 次のいずれかに該当する者 

       ○ア  厚生労働大臣の認定を受けている原子爆弾被爆者 

       ○イ  海外からの引揚者（引き揚げた日から５年以内の者） 

       ○ウ  ハンセン病療養所入所者等 

   イ 申込者が満６０歳以上の者であり、かつ、同居予定者のいずれもが満６０歳以上又は満１

８歳未満の者である場合 

   ウ 同居予定者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合 

（４） 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。 

（５） 市税等を滞納していない者であること。 

（６） 入居予定者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員でないこと。 

３ 募集案内･申込書の配布期間及び配布場所 

 （１） 配布期間 令和３年１月１５日（金）から同月２９日（金）まで（土、日及び祝祭日を除

く。） 

 （２） 配布場所 大和高田市役所 環境建設部営繕住宅課 

４ 申込書受付期間及び受付場所 

 （１） 受付期間 令和３年１月１５日（金）から同月２９日（金）まで（土、日及び祝祭日を除

く。） 

 （２） 受付場所 大和高田市役所 環境建設部営繕住宅課 

５ 申込方法及び受付について 

（１） 市営住宅入居申込書に必要事項を記入し、市税等納付状況等調査及び暴力団員調査同意書

を添付の上、持参してください。（郵送による申込みはできません。) 

 （２） 申込みは、１世帯につき１住宅に限ります。 

 （３） 申込書及びその他の提出書類は、一切返却しません。 

（４） 税情報は同意の上、他公共料金等は同意により調査を実施し、市税等に滞納が無い場合等

に受付番号（公開抽選番号）を付した通知書を送付します。 

６ 選考方法の概略 
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   公募している市営住宅の１戸に対して複数の申込者がある場合は、当選者及び補欠当選者２名

を決定するため、次に掲げる日時及び場所で公開抽選を行います。（公募している市営住宅の１戸

に対して申込者が１名の場合は、当該申込者が当選者となります。） 

 （１） 公開抽選の日時 令和３年２月５日（金) 午後２時から 

 （２） 公開抽選の場所 大和高田市役所 ３階東会議室 

７ 入居資格審査と入居予定者の決定 

 （１） 入居資格審査を行うため、営繕住宅課から当選者に対して、入居手続通知書により必要な

書類の提出について案内します。 

 （２） 当選者の入居資格審査は、営繕住宅課で行いますので、指定された日に（１）で案内した

書類を持参してください。 

 （３） （２）で提出された書類を確認するため、実態調査を行います。 

 （４） （３）の実態調査の結果、市営住宅入居申込書及び（２）で提出された書類の記載事項が

事実と相違していた当選者は、失格となります。この場合、補欠順位の若い補欠当選者が繰上が

りで当該住宅の当選者となり、入居資格審査を行います。 

 （５） 必要な書類が提出されず入居資格審査を行えない当選者は、失格となります。 

この場合、補欠順位の若い補欠当選者が繰上がりで当該住宅の当選者となり、入居資格審査を行

います。 

 （６） 当選者が入居資格審査に合格して初めて、入居予定者となります。なお、入居資格を満た

していない場合は、不承認通知書を送付します。 

 （７） （４）又は（５）において繰り上がる補欠当選者がない場合は、再度、入居者募集を行い

ます。 

８ 入居手続 

 （１） 入居予定者に対して市営住宅入居承認書を郵送します。ただし、入居予定者が婚姻の予約

者の場合は、原則として入籍の確認後に入居手続を行います。 

 （２） 入居手続日（鍵渡しの日）には、次に掲げる書類等が必要です。 

    ア 入居予定者の実印及び印鑑登録証明書 

    イ 連帯保証人の住民票抄本、印鑑登録証明書及び市町村税務関係課発行の直近の所得証明

書（所得証明書については、現に入居予定者と同居している連帯保証人は提出不要です。） 

    ウ その他市長が必要とする書類 

 （３） 入居手続の日時及び場所については、（１）の市営住宅入居承認書で通知します。 

 （４） 入居を辞退する場合は、入居予定者が書面により辞退届を提出してください。 

９ 入居可能日、家賃の支払方法その他必要な事項については、入居手続時に説明します。 

 

新庁舎ネットワーク構築通信機器一式リース契約に係る納入業者等決定（物品購入電算関係）に関す

る条件付き一般競争入札公告（契約監理室） 

公告第１１８号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和２年１２月８日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 件  名 新庁舎ネットワーク構築通信機器一式リース契約に係る納入業者等決

定 

２ 納入場所 大和高田市役所内（大和高田市大字大中１００番地１） 



令和３年１月１２日（火） 大 和 高 田 市 公 報 第３８４号 

 37 

３ 契約期間 履行期限 ：令和３年２月２６日 

保守期間 ：令和３年３月１日から令和８年２月２８日まで 

リース期間：令和３年３月１日から令和８年２月２８日まで 

４ 業務内容等 入札説明書（仕様書）のとおり 

※本件は、リースの対象となる物品の納入業者及び納入価格を決定す

るものです。 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て

満たしているものとします。 

（１）大和高田市物品購入等競争入札参加資格者登録名簿の「文具・

事務用機器（ＯＡ機器、ソフト）」又は「諸機器（電気製品若しくは

通信機器）」に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格

確認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり必要書類

（以下｢申請書等」という。）を提出し、競争入札参加資格についての

確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出し

ない者又は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者

は、競争入札に参加することができません。 

（１）様式については、大和高田市ホームページの「入札･契約情報」

欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監理室にも備え

付けています。 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（指定様式） 

② 暴力団排除に関する誓約書（指定様式） 

（３）申請書等の提出は、持参又は郵送（「一般書留郵便」又は「簡易

書留郵便」に限る。）とします。 

（４）受付期間 

令和２年１２月８日（火）から令和２年１２月２１日（月）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）提出場所 

  〒６３５－８５１１ 

大和高田市大字大中１００番地１ 

大和高田市役所 別棟１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。ただし、土曜日及び日曜日を除き

ます。 
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（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答

票によりＦＡＸで、次のとおり行います。 

（１）受付期限 

令和３年１月７日（木）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和３年１月８日（金）午後５時１５分まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

９ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和３年１月１３日（水）まで。入札執行日の前日であるため、

この日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１０ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を除く見積金額を記

載してください。 

１１ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則（平成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金

額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収します。また、

大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停

止の措置を講じることとなります。 

１２ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和３年１月１４日（木）午前１０時００分から 

（２）場所 

大和高田市役所 別棟２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において

一般の閲覧に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページ

で公表します。 

１３ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの
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した入札 

１４ 落札者の決定等 落札者は、予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入

札を行った者とします。 

１５ 契約保証金 免除します。 

１６ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

 

農用地利用集積計画の縦覧（産業振興課） 

公告第１１９号 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定により、農用地利用集

積計画を定めたので、同法第１９条の規定により公告する。 

 なお、その関係書類を本市市民部産業振興課に備え置いて縦覧に供する。 

  令和２年１２月１４日 

大和高田市長 堀内 大造   

 

 

学校施設トイレ洋式化改修工事に関する条件付き一般競争入札公告（契約監理室） 

公告第１２０号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和２年１２月１７日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 工事名 学校施設トイレ洋式化改修工事 

２ 工事場所 大和高田市内４幼稚園、８小学校、３中学校、１高校 

３ 工事期間 契約締結日から令和３年３月２６日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の建築一式

工事に登録している者であること。 

（２）大和高田市格付け等級がＡ又はＢ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 
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（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発

注工事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者

でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格

確認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載しています。

（ダウンロード可能） 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。（ダウンロード

可能） 

（３）申請書等の提出は持参又は郵送（一般書留又は簡易書留郵便に

限る。）とします。 

（４）受付期間 

令和２年１２月１８日（金）から令和２年１２月２４日（木）ま

で。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。ただし、土曜日、日曜日及び年末

年始期間（令和２年１２月２９日（火）から令和３年１月３日（日）

まで）を除きます。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和３年１月１８日（月）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和３年１月１９日（火）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 
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９ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和３年１月２１日（木）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１０ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１１ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１２ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和３年１月２２日（金）午前１０時 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に

供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１３ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１４ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１５ 契約保証金 大和高田市契約規則第３０条の規定に基づき徴収するものとします。 

１６ 最低制限比較価

格 

￥４２，７７０，０００－（消費税等抜き） 

１７ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１８ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

 

市内各幼稚園防犯設備工事に関する条件付き一般競争入札公告（契約監理室） 

公告第１２１号 
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入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和２年１２月１７日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 工事名 市内各幼稚園防犯設備工事 

２ 工事場所 大和高田市内６幼稚園 

３ 工事期間 契約締結日から令和３年３月２６日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の電気工事

に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

（７）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発

注工事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者

でないこと。 

（８）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格

確認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載しています。

（ダウンロード可能） 

（２）必要書類として、５（６）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。（ダウンロード

可能） 

（３）申請書等の提出は持参又は郵送（一般書留又は簡易書留郵便に

限る。）とします。 

（４）受付期間 

令和２年１２月１８日（金）から令和２年１２月２４日（木）ま

で。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 
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午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。ただし、土曜日、日曜日及び年末

年始期間（令和２年１２月２９日（火）から令和３年１月３日（日）

まで）を除きます。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和３年１月８日（金）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和３年１月１２日（火）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

９ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和３年１月１４日（木）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１０ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１１ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１２ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和３年１月１５日（金）午前１０時 

（２）場所 
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大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に

供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１３ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１４ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１５ 契約保証金 免除します。 

１６ 最低制限比較価

格 

￥２，６２０，０００－（消費税等抜き） 

１７ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１８ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

 

高田商業高等学校ネットワーク認証基盤整備事業機器等の購入に関する条件付き一般競争入札公告

（契約監理室） 

公告第１２２号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和２年１２月２１日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 件  名 高田商業高等学校ネットワーク認証基盤整備事業機器等の購入 

２ 納入場所 大和高田市立高田商業高等学校（大和高田市材木町８－３） 

３ 納入期限 令和３年３月３１日 

４ 業務内容等 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て

満たしているものとします。 

（１）大和高田市物品購入等競争入札参加資格者登録名簿の「文具・

事務用機器（ＯＡ機器、ソフト）」又は「諸機器（電気製品若しくは

通信機器）」に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 



令和３年１月１２日（火） 大 和 高 田 市 公 報 第３８４号 

 45 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格

確認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり必要書類

（以下｢申請書等」という。）を提出し、競争入札参加資格についての

確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出し

ない者又は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者

は、競争入札に参加することができません。 

（１）様式については、大和高田市ホームページの「入札･契約情報」

欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監理室にも備え

付けています。 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（指定様式） 

② 暴力団排除に関する誓約書（指定様式） 

（３）申請書等の提出は、持参又は郵送（「一般書留郵便」又は「簡易

書留郵便」に限る。）とします。 

（４）受付期間 

令和２年１２月２１日（月）から令和３年１月６日（水）まで。

ただし、土曜日、日曜日及び年末年始期間（令和２年１２月２９日

（火）から令和３年１月３日（日）まで）を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）提出場所 

  〒６３５－８５１１ 

大和高田市大字大中１００番地１ 

大和高田市役所 別棟１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。土曜日、日曜日及び祝日を除きま

す。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答

票によりＦＡＸで、次のとおり行います。 

（１）受付期限 

令和３年１月１５日（金）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和３年１月１９日（火）午後５時１５分まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

９ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 
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令和３年１月２１日（木）まで。入札執行日の前日であるため、

この日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１０ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を除く見積金額を記

載してください。 

１１ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則（平成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金

額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収します。また、

大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停

止の措置を講じることとなります。 

１２ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和３年１月２２日（木）午前１０時３０分から 

（２）場所 

大和高田市役所 別棟２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において

一般の閲覧に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページ

で公表します。 

１３ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１４ 落札者の決定等 落札者は、予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入

札を行った者とします。 

１５ 契約保証金 免除します。 

１６ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

ＧＩＧＡスクール構想推進事業(既実施事業の追加)機器等の購入に関する条件付き一般競争入札公告

（契約監理室） 

公告第１２３号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和２年１２月２１日 
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大和高田市長 堀内 大造   

１ 件  名 ＧＩＧＡスクール構想推進事業(既実施事業の追加)機器等の購入 

２ 納入場所 大和高田市立小中学校１１校 

教育委員会（大和高田市役所 サーバー室） 

３ 納入期限 令和３年３月３１日 

４ 業務内容等 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て

満たしているものとします。 

（１）大和高田市物品購入等競争入札参加資格者登録名簿の「文具・

事務用機器（ＯＡ機器、ソフト）」又は「諸機器（電気製品若しくは

通信機器）」に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格

確認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり必要書類

（以下｢申請書等」という。）を提出し、競争入札参加資格についての

確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出し

ない者又は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者

は、競争入札に参加することができません。 

（１）様式については、大和高田市ホームページの「入札･契約情報」

欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監理室にも備え

付けています。 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（指定様式） 

② 暴力団排除に関する誓約書（指定様式） 

（３）申請書等の提出は、持参又は郵送（「一般書留郵便」又は「簡易

書留郵便」に限る。）とします。 

（４）受付期間 

令和２年１２月２１日（月）から令和３年１月６日（水）まで。

ただし、土曜日、日曜日及び年末年始期間（令和２年１２月２９日

（火）から令和３年１月３日（日）まで）を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）提出場所 

  〒６３５－８５１１ 

大和高田市大字大中１００番地１ 

大和高田市役所 別棟１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。土曜日、日曜日及び祝日を除きま
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す。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答

票によりＦＡＸで、次のとおり行います。 

（１）受付期限 

令和３年１月１５日（金）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和３年１月１９日（火）午後５時１５分まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

９ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和３年１月２１日（木）まで。入札執行日の前日であるため、

この日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１０ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を除く見積金額を記

載してください。 

１１ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則（平成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金

額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収します。また、

大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停

止の措置を講じることとなります。 

１２ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和３年１月２２日（金）午前１０時４５分から 

（２）場所 

大和高田市役所 別棟２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において

一般の閲覧に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページ

で公表します。 

１３ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落
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札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１４ 落札者の決定等 落札者は、予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入

札を行った者とします。 

１５ 契約保証金 免除します。 

１６ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

 

大和高田市立病院院内洗濯業務に関する条件付き一般競争入札公告（病院管理課） 

公告第１２４号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和２年１２月２８日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 件  名 大和高田市立病院院内洗濯業務 

２ 履行場所 大和高田市立病院 

３ 履行期間 令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

４ 履行内容 仕様書のとおり 

５ 入札参加資格要件 次に掲げる全ての要件を満たしていること。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者で

あること。 

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始

の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規

定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（３）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）

に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（４）（１）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する

者でないこと。 

（５）大和高田市物品購入等競争入札参加資格者登録名簿の「役務の提

供」若しくは「その他（クリーニング）」又は大和高田市立病院物品

購入等競争入札参加資格者登録名簿の「その他（医療職用衣類）」に

登録を有する者であること。 

（６）平成２８年４月１日以降において、病床数３００床以上の病院に

おける院内洗濯業務の履行実績を有する者であること。 

６ 競争入札参加資格

確認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり必要書類

（以下｢申請書等」という。）を提出し、競争入札参加資格についての確

認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない

者又は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争

入札に参加することができません。 

（１）必要書類は、次のとおりとします。 

①一般競争入札参加資格確認申請書（当院指定様式） 

②平成２８年４月１日以降における院内洗濯業務の契約書の写し又
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は実績証明書等 

③暴力団排除に関する誓約書（当院指定様式） 

（２）一般競争入札参加資格確認申請書及び暴力団排除に関する誓約書

については当院指定様式とし、大和高田市立病院ホームページに掲載

しています（ダウンロード可能）。 

（３）申請書等の提出は、持参又は郵送（「一般書留郵便」又は「簡易

書留 

郵便」に限る。）とします。 

（４）受付期間 

令和２年１２月２８日（金）から令和３年１月１５日（金）まで。

ただし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始（令和２年１２月２９日

（火）から令和３年１月３日（日）まで）を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１

時までを除きます。 

（６）受付場所 

大和高田市礒野北町１番１号 

大和高田市立病院 管理課（持参の場合、病院の受付窓口にて管理

課に訪問したい旨申し出て下さい。） 

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものと

し、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。ただし、土曜日及び日曜日を除きま

す。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、入札参加資格確認通知書を送付し

ます。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を

送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書）等の配布 

入札説明書（仕様書）等の配布は、次のとおり行います。 

仕様書等の必要書類は、大和高田市立病院ホームページへ掲載しま

す。 

本入札への参加を希望する事業者は、同ホームページ「新着情報・ト

ピックス」欄から必要書類をダウンロードし、取得すること。（ホーム

ページアドレス https://ym-hp.yamatotakada.nara.jp） 

（１）掲載期間 

令和２年１２月２８日（金）から令和３年１月１５日（金）まで 

（２）問合先 

大和高田市礒野北町１番１号 大和高田市立病院 管理課 

ＴＥＬ0745-53-2901  ＦＡＸ0745-23-9282 

９ 入札説明書（仕様

書）についての質疑

応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑は、大和高田市立病院ホームペ

ージに掲載の質疑応答票によりＦＡＸで、次のとおり行います。 

（１）受付期間 

令和３年１月２０日（水）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市立病院 管理課 

ＦＡＸ0745-23-9282 

（３）回答方法及び期日 

回答は、令和３年１月２１日（木）午後５時までとし、ＦＡＸによ

り、本件入札参加資格を認めた者全てに行います。 

１０ 入札書の提出方 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 
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法 （１）期限 

令和３年１月２６日（火） 

※入札執行日の前日であるため、この日の翌日以降に到着した入札

書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６  

日本郵便株式会社大和高田郵便局留 大和高田市立病院 管理課 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便に

よるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事

業者であるかを問わず、契約希望価格を消費税等抜きの金額で記載する

こと。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契

約規則（平成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の

１００分の５に相当する金額を違約金として徴収します。また、大和高

田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措

置を講じることとなります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日 時 令和３年１月２７日（水）午前１０時 

（２）場 所 大和高田市立病院（放射線治療棟）３階 研修室（１）・

（２） 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚

偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札

時点において５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののし

た入札 

１５ 落札者の決定 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲で、最低

の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限価格 設定しません。 

１８ 契約方法 入札書へ記載された価格により、契約を行います。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠します。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないと

きは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

 

 

 

教育委員会 

教育委員会１２月定例委員会の招集（教育総務課） 

教育委員会告示第２８号 

 大和高田市教育委員会１２月定例委員会を次のとおり招集する。 

  令和２年１２月１０日 

大和高田市教育委員会教育長 梶木 義敏   

１ 日時  

教育委員会 
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令和２年１２月１７日（木）午前１０時００分 

２ 場所  

   市役所３階 東会議室 

３ 議案  

第１号 ＩＣＴ研究会の進捗状況について（田口委員提案） 

第２号 その他 

    ・後援願いについて（３件） 

    ・後援願いの変更について（１件） 

 

 

 

選挙管理委員会 

大和高田市の議会の議員及び長の選挙権を有する者の総数の３分１等（選挙管理委員会） 

選挙管理委員会告示第２１号 

令和２年１２月１日現在における地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７６条第１項、第８０

条第１項、第８１条第１項及び第８６条第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭

和３１年法律第１６２号）第８条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の３分の１の数並びに市

町村の合併の特例に関する法律（平成１６年法律第５９号）第４条第１１項及び第５条第１５項に規

定する選挙権を有する者の総数の６分の１の数並びに地方自治法第７４条第１項及び第５条第１項に

規定する選挙権を有する者の総数の５０分の１の数は、次のとおりである。 

  令和２年１２月１日  

                      大和高田市選挙管理委員会委員長 酒本 繁雄   

 ３分の１の数   １８，６０２ 人 

 ６分の１の数    ９，３０１ 人 

 ５０分の１の数   １，１１７ 人 

 

 

選挙人名簿抄本閲覧の状況の公表（選挙管理委員会） 

大和高田市選挙管理委員会告示第２２号 

  公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の４第７項及び公職選挙法施行規則第３条の

４の規定により、令和元年１２月１日から令和２年１１月３０日までの期間における選挙人名簿抄

本閲覧の状況を、別紙のとおり公表する。 

  令和２年１２月１日  

大和高田市選挙管理委員会委員長 酒本 繁雄   

 

 

 

 

農業委員会 

大和高田市農業委員会１２月定例委員会（農業委員会） 

農業委員会告示第１２号 

大和高田市農業委員会１２月定例委員会を次のとおり招集する。 

  令和２年１２月１日 

大和高田市農業委員会会長 弓場 一郎   

１ 日時 

選挙管理委員会 

農業委員会 
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令和２年１２月７日（月曜日）午後３時３０分 

２ 場所 

   大和高田市役所 ３階東会議室 

３ 議案 

第１号 農地法第３条第１項についての申請の件   

第２号 農地法第１８条第６項について通知の件 

第３号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項規定による農用地利用集積計画について  

第４号 その他 


